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松本市空家等対策計画に基づく空家等対策の取組状況について 

 

（集計結果は令和７年６月末時点におけるものです。） 

 

 

１ 空家の発生予防に対する取組み 

⑴ 空き家問題に関する若年層への意識啓発について  

ア 概要 

   国土交通省が実施している、NPO や民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高

い空き家の活用等に関する支援事業（空き家対策モデル事業）に応募し採択された、

一般社団法人タガヤスと、令和５・６年度と連携して事業を実施しています。 

 

イ 令和６年度実施内容  

令和６年度は空き家スゴロクのワークショップを２回開催。 

   (ｱ) 令和６年１０月２８日 大野川小・中学校 中学生（８名） 

(ｲ) 令和６年１０月３１日 信州大学 教養課程１年生（約３０名） 

 

ウ ７年度の取組み 

松本市空き家バンクのホームページの物件情報に、「所有者様からのメッセージ」     

という項目を追加。より魅力ある情報発信を行い、流通促進を図る。 

（R7.7 月から段階的に運用開始） 

 

⑵ 固定資産税の通知にチラシを同封 

  空家所有者等への意識啓発のため、「令和６年度固定資産税・都市計画税納税通知書」

に、空家の適切な管理を促すチラシを同封。７年度も実施。 

 

 

２ 空家所有者等への適切な管理の促進に対する取組み 

空き家の所有者等から、「空き家の管理業者を紹介してほしい」 

との声が寄せられたことから空き家の管理代行を希望する所有者や管理者に、市内の

空き家管理サービスを行う「空き家管理事業者」を紹介する制度を創設（R6.3.1～）。 

現在の登録業者数： １５事業者 

 

 

松本市空家等対策協議会 資料１ 

７．８．８ 

住宅課 

本制度は、空き家所有者が空き家管理業者に空き家管理を依頼する際の一助となるものですが、

市が特定の事業者の斡旋や紹介、契約の仲介などを行うものではありません。 
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３ 管理不全空家に対する取組み 

⑴ 管理不全空家の苦情対応件数 

市民や町会等から、管理不全空家の苦情（建物破損、樹木の繫茂、害虫発生等）を受

け対応した件数です。基本的に、空家等の所有者等に対し、適切な管理を促す助言文書

を送付しています。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 特定空家等認定のための立入調査結果について 資料２ 【非公開】 

  

 

４ 空家利活用の促進に対する取組み 

⑴ 松本市空き家バンクについて 

 ア 松本市空き家バンク（令和元年１１月開設）の登録及び成約件数 

 

イ 松本市空き家バンクの物件掲載数（Ｒ７.６.３０時点） 

２６件（売買２５件、賃貸１件）  

 

 

年度 物件登録件数 物件成約件数  

 

 

 

成約率 

計 売買 賃貸 計 売買 賃貸 

Ｒ１ ７ ３ ４ ２ ０ ２ 

Ｒ２ ２１ ９ １２ １６ ６ １０ 

Ｒ３ ６０ ３４ ２６ ３６ ２３ １３ 

Ｒ４ ４４ ３３ １１ ３５ ３０ ５ 

Ｒ５ ５２ ４３ ９ ４１ ２９ １２ 

Ｒ６ ４６ ４２ ４ ３５ ３０ ５ 

合計 ２３０ １６４ ６６ １６５ １１８ ４７ ７２％ 

空家等の苦情・相談　年度別件数 （件）

通知等対応件数

空家 空き地

Ｒ２ ３０ ６ ９２ １２８

Ｒ３ ６２ １３ ６７ １４２

Ｒ４ ９６ ９ ４５ １５０

Ｒ５ ６８ ５ ７８ １５１

Ｒ６ ９６ ４ ５６ １５６

Ｒ７.６ ４６ ８ １５ ６９

年度 相談のみ 合計
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⑵ 空き家コーディネート業務 

  空き家の利活用を検討している所有者に対して、建築の専門家によるコーディネー

トを行うことで、活発な空き家利活用の促進を図るものです。令和２年１０月より、公

益社団法人長野県建築士会松筑支部と連携して実施しています。 

 

⑶ 「空き家の活用（売却・賃貸）に関する相談」 

ア 趣旨 

    「松本市空き家バンクに基づく空き家等の媒介に関する協定」を締結している、

（公社）長野県宅地建物取引業協会中信支部及び（公社）全日本不動産協会長野県

本部と連携して、空き家の利活用を検討している空き家所有者を対象とした専門相

談を定期的に実施。 

イ 相談日時 

    原則として毎月第４火曜日、午後１時～４時（＠５０分×３組） 

ウ 相談場所 

松本市役所市民相談室（本庁舎１階） 

 エ 相談実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 合計 

コーディネート件数 ３ ５ １ １ １ １１ 

（うち空き家バンク登録件数） １ ２ １ １ １ ６ 

月 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７.６ 合計 

件数 １８ ２７ １１ ５６ 
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５ 補助事業に関する取組み 

国の空家・空室利活用等支援制度の活用 

空家の改修及び解体費の補助に、空き家対策総合支援事業を活用し、令和２年１１月

より下記の補助メニューを実施しています。 

 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金 
老朽危険空家等 

除却費補助 

概要 空き家の利活用促進のため、空き家バンクに登録する物件の家財等処

分費、空き家バンクに登録された物件の家財等処分費、取得費または改

修工事費を補助するもの 

市民の安全・安心の

ため、所有者が老朽危

険空家（特定空家）等

を自ら解体した場合

の除却費を補助する

もの 

項目 家財等処分費補助 取得費補助 改修費補助 除却 

対象 

工事 
不要な家財の撤去・処分費 

不動産の取得

にかかる費用 
居住のための改修費用 

老朽危険空家の除却

費 

金額 
対象処分費の１／２以内 

上限１０万円 

取得費の 

１／１０以内 

上限１５万円 

対象工事費の１／２以内 

対象経費の１／２ 

上限５０万円 

対象の子供

１人につき

１０万円 

上限３０万

円 

上限５０万

円 

対象者 

空き家バン

クに物件登

録する予定

の空き家所

有者 

物件契約成

立後の登録

物件の購入

者等もしく

は物件所有

者 

登録物件の購

入者(１８歳

以上６５歳未

満)  

登録物件の

購入者等で

かつ中学生

以下の子供

がいる者 

登録物件の

購入者等で

かつ県外か

らの移住者 

空家所有者等 

開始 

時期 
Ｒ４新規 Ｒ２ Ｒ４新規 Ｒ４新規 Ｒ２ Ｒ２ 

補助実績（件） 

Ｒ２ - ０ - - ０ ２ 

Ｒ３ - ４ - - １ １２ 

Ｒ４ ０ ３ ７ １ ０ １４ 

Ｒ５ ０ ２ １３ １ １ １５ 

Ｒ６ ２ ０ １８ ０ １ ３１ 

 

 

 


